
ノーモア・ミナマタを語り継ぎ、住みよいまちづくりを！

No.64（2026年1月）

　　元気で新年を迎えました
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新しい年を迎えて
おけましておめでとうございます！　今年もどうぞよろしくお願いします。

　年末に買い求めた「ビッグコミック」（小学館）
新年号の表紙は、高市早苗内閣総理大臣の似顔絵
でした。ビッグコミックよお前もか、と思いまし
たが、あにはからんや、よく見ると似顔絵の横の
見出しに「“平和の国”の真価が問われる」とあり、
「2025年は戦後80年の節目であった。だが戦後が
『戦前』へと変わる気配が、残念ながら漂い始め
てはいないだろうか。」とあり、（中略）「揺るが
ぬ言葉で争いを未然に防ぐことこそが、真にクレ
バーな強さだろう。2026年もまた『戦後』である
よう祈りたい。」と結んでいます。まったく同感
です。
　昨年11月９日、陸上自衛隊健軍駐屯地に全国に
先駆けて配備される長射程ミサイル配備すること
に対し、1200名の参加で抗議集会が行われました。
私の自宅はこの駐屯地から直線距離で２㎞しかあ
りません。我がこととして参加したことはいうま
でもありません。
　また、昨年だされた「いのちのとりで」裁判の
最高裁判決は、必死のたたかいをされた原告のみ
なさんのたたかいを想像するに余りあるものがあ
りました
　「新しい戦前」、と言われ始めて久しい感があり、
貧困が進行していますが、思いを同じくし、危機
感を抱く人が多くなっていると確信しています。

　チッソ水俣工場近くの３号線沿いに全国チェー
ンのファストフード店がこの２月にグランドオー
プンします。店舗建設がすすんでいますが、貼り
だされた店員募集のポスターに、時給1,100円以
上、早朝、深夜帯は25％増とありました。加えて
熊本県の最低賃金は、昨年、全国一の上げ額でし
た。

　そのような中、わがNPOみなまたも人件費を
増やしましたが、厳しい経営が続いています。法
人の存続にかかわる、たいへん重要な局面です。
根本的には介護報酬が上がるほかありません。ミ
サイルではなく、介護や医療に予算をつけていく
政治こそ必要だと痛感しています。

　また水俣では、本年４月、水俣協立病院が50年
ぶりに全面リニューアルします。前身の水俣診療
所開設以来、52年にわたってこの地の医療に貢
献してきた水俣協立グループの新たな展開です。
NPOみなまたの各グループホームの往診など入
居者様の医療を担っていただいていますが、これ
まで以上に在宅医療にシフトし、地域に密着し必
要とされる病院になっていってほしいと思います。

　自己責任が声高に叫ばれ、大人が作った分断と
孤立の中で呻吟する若者の生きづらさが増してい
ます。
　大人は、少し冷静になってまわりを見渡し、時
に立ち止まって、若者たちの信頼を回復する責任
があると思います。
　今年は水俣病が公式確認されて70年の節目にあ
たります。本号に寺内大介弁護士に寄稿いただい
ているように、何としても水俣病の解決に年にし
ていかなければなりません。

NPOみなまたは、微力ではありますが、希望あ
る未来を作るために全力を尽くします。

　2026年１月
代表理事　中山　裕二
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「その人らしさ」を支える医療・介護を、私たちは地域とともに考え続けます寄稿

水俣協立病院　総看護師長　田口　弘子

新年あけましておめでとうございます。

日頃より水俣協立病院の医療・介護活動に対し、温
かいご理解とご協力を賜っておりますことに、心より
感謝申し上げます。

水俣協立病院は、水俣病の患者さんをはじめ、地域
の皆さまと共に歩む医療を大切にしながら、地域に
根ざした医療を続けてまいりました。前身である水
俣診療所の開設から約50年が経過し、この間、医
療を取り巻く環境や地域の暮らしは大きく変化してき
ました。現在当院では、本年４月のリニューアルに
向けて、これからの水俣地域に求められる医療・介
護のあり方について、職員一人ひとりが主体となり話
し合いを重ね、準備を進めています。

水俣市では、全国平均よりも早いスピードで高齢化
が進んでいます。その中で、医療や介護、そして日々
の暮らしは、もはや切り離して考えられない課題と
なっています。

これまで元気に一人暮らしをされていた方が、肺炎
などの感染症をきっかけに身体機能が低下し、入院
されるケースも少なくありません。そうした方が退院
を迎える際、「退院後の生活をどう続けていけばよ
いのだろう」と不安を抱かれる場面を、私たちは数
多く目にしてきました。「退院後の生活は成り立つだ
ろうか」「できることなら最期まで住み慣れた自宅
で過ごしたい」――こうした声は決して特別なもの
ではなく、地域で暮らす多くの方やご家族が抱える、
切実で身近な思いだと感じています。

こうした地域の実情を踏まえ、当院が掲げている医
療構想のキーワードは「治す・支える・寄り添う」で
す。水俣芦北地域で唯一の在宅療養支援病院とし
て、急性期・亜急性期の治療はもちろん、回復期の
リハビリテーション、在宅療養の支援までを切れ目
なくつなぎ、その人らしい生活や人生の選択を尊重
する医療を目指しています。その実現に向け、多職
種による在宅部門の拡充、病棟におけるチーム医療

の充実、病棟・外来で
のカンファレンスの推進、
地域医療連携室の機能
見直しなどに取り組ん
でいます。

一方で、病院だけで患
者さんやご家族の生活
を支え続けることには
限界があります。地域包括支援センターや介護・福
祉事業所、行政、そして住民の皆さんと連携し、「地
域全体で支える仕組み」を積み重ねていくことが不
可欠です。その積み重ねこそが、安心して暮らし続
けられるまちづくりにつながるものと考えています。

こうした思いを地域の皆さんと共有する場として、友
の会を中心に、水俣協立病院50周年記念シンポジウ
ム「医療と介護をつなぐまちづくり」～住み慣れた地
域で最後まで暮らすために～を、昨年12月６日（土）
に開催いたしました。シンポジウムでは、医療・福
祉・介護の現場で日々奮闘する多職種のパネリスト
から、地域で増えている相談や実践の工夫が紹介
されました。参加者の感想では、住民主体の活動
が持つ力についても語られ、人と人とのつながりが
地域を支える基盤であることを、あらためて実感す
る機会となりました。地域で暮らす一人ひとりが安心
して年を重ね、自分らしい人生を送ることができるよ
う、医療の立場から継続的に支えていくことが私た
ちの使命だとあらためて感じました。治療と生活を
つなぎ、「人」を中心に据えた医療を、これからも
地域の中で実践していきたいと考えます。

病院リニューアル後も、地域の皆さまの声に耳を傾
けながら、職員一同力を合わせて取り組んでまいり
ますので、今後とも変わらぬご支援ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。
本年が、皆さまにとって実り多く、よりよい一年とな
りますよう、心よりお祈り申し上げます。
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水俣病被害者に伴走して寄稿

ノーモア・ミナマタ第２次訴訟弁護団
　団長　寺内　大介

水俣病被害者救済新法案の国会提出！
新年おめでとうございます。

水俣病特措法の救済から漏れた４地域の被害者

１６７０名が、３地裁、３高裁で裁判を続けてい

ます。原告の平均年齢は７５歳を超え、提訴後

３６５名もの原告が亡くなりました。判決の確定

を待っていたら原告の多くが救済前に亡くなって

しまうという事態をふまえ、昨年の通常国会に水

俣病被害者救済新法案が提出されました。

環境省は、特措法で被害者救済は決着したとし

ています。これに対し、特措法の不合理な線引き

で切り捨てられた被害者、短期間で締め切られ申

請できなかった被害者が、裁判を続けています。

大阪地裁は、原告の訴えを正面から認め、特措

法で救済が終わっていないことを明快に示しまし

た。熊本地裁は、特措法で救済が終わっていない

ことを認めつつ除斥期間を適用し司法救済を拒み

ました。新潟地裁も、特措法で救済が終わってい

ないことを明らかにしました。

三地裁判決を受け、あたう限りの救済を終えて

いない実情を政治の責任で解決すべく法案が提出

されたことは、私たちの運動の貴重な成果です。

新法案４つの注目点
「①　特措法の対象地域・年代を拡大

法案は、特措法の判定結果をふまえて不合理な

線引きを見直し、メチル水銀曝露を推定できる地

域・年代を拡大しています。

特措法は、対象地域外とされる地域に居住して

いた人のうち、漁師や家族をかなり救済しました

が、漁師でない家族は汚染魚を多食していないと

してメチル水銀曝露を認めず検診もせずに切り捨

てました。昭和３０年代、４０年代、不知火海沿

岸では、漁師であれ農民であれ、魚が食卓に上が

らない家はありませんでした。また、チッソがメ

チル水銀の排出を停止しても海の汚染がすぐにな

くなるはずもありません。

法案は、こうした実態をふまえ、特措法で被害

者と認められた人が相当数いる地域、年代に居住

していた人は、漁師以外の家族も汚染魚を食べて

いたと推定するとしています。

「②　申請期限を設けない

法案は、申請期限を設けていません。特措法は、

２年３か月という短期間で、申請が続いている中

で受付を締め切った結果、未申請者を多数残し、

紛争の火種を残しました。不知火海沿岸の魚を食

べた可能性がある住民の健康調査がなされていな

い以上、申請を締め切ることは許されません。

「③　国の補償責任を明定

法案は、メチル水銀の排出を規制しなかった国

が第一義的な補償責任を負うとして早期の被害者

救済を図りつつ、国が被害者に支払った給付金を
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いよいよ勝負の年。国民世論が解決の最大の保障。
皆さんの支援お願します。

原因企業に求償できるとして汚染者負担の原則、

海や川を汚した者に被害回復の責任を負わせると

いう原則も堅持しています。

原因企業に資力がないことを理由に被害者救済

が阻まれるのは正義に反します。国が第一義的に

補償責任を負うと定めた法案は、２００４年の最

高裁判決後に実施した特措法の救済漏れに決着を

つけるうえで妥当です。

「④　広範な住民健康調査

法案は、国に不知火海沿岸の住民健康調査を義

務付けています。特措法で健康調査を義務付けて

いますが、環境省は１６年にわたりサボタージュ

し、脳磁計とＭＲＩで少人数を検査して終わらせ

ようとしています。法案は、環境省の調査では水

俣病は終わらないことを明らかにしています。

公式確認７０年を解決の年に
水俣病の公式確認から７０年になります。

水俣病を終わらせようとする加害者のたくらみ

を打ち砕き、被害者救済の扉を開いたのは、原告

の声を正面から受け止めた世論の力でした。

気持ちは２０代の私ですが、暦の上で一巡しま

した。２周目も水俣病被害者の伴走を続けます。

ご支援のほどよろしくお願いします。

　ノーモア・ミナマタ第２次国賠訴訟をはじめて１３年目の年を迎えました。大阪地裁、熊本地
裁、新潟地裁判決で対象者の過半数をこす原告が、水俣病にり患していると判示があったにも関
わらず、国、環境省は、水俣病の被害者救済は終了したとの態度を変えようとしていません。
　このような中、衆議院では「水俣病被害者救済新法」が継続審議となっています。国民の解決
を望む声の広がりと、昨年１０回に及ぶ全国連の国会での統一行動による成果です。この法案を
何としても成立させ、同時に裁判所による和解によって一日も早い解決をめざす必要があります。
　今年、水俣病公式確認７０年の年に、何としても水俣病被害者救済と解決への展望を切り開く
決意です。そのためには、昨年にもまして国会への要請行動を実施することが求められています
が、国会行動など運動を支える財政が厳しくなってきています。「すべての水俣病被害者を一刻
も早く救済することを求める署名」の取組みとともに財政支援を心からお願い致します。

　署名は、〒867-0045　水俣市桜井町2-2-20水俣病不知火患者会まで
　　　　　　　　　　　（同封の返信用封筒をご利用ください）

　カンパは、銀行振込または同封の郵便振込でお願いいたします。
　　銀行振込：熊本銀行　水俣支店　普通　３０１５７８５
　　　　　　　　口座名　水俣病不知火患者会　事務局長　元島市朗
　	 （ミナマタビョウシラヌイカンジャカイ
	 　　　　　　　　　　ジムキョクチョウ　モトシマイチロウ）
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　昨年、４月よりキトさん家の管理者を任される事になり、初めての事も多く、手探り
の中一歩一歩進んできた一年でした。職員の皆様方の協力もあり、今年もバラ園の見学
や寒川のそうめん流しにも行く事ができ以前と変わらず利用者様が安心して暮らせる
キトさん家であり続ける事が出来たと思っています。
　今年は６年毎の水俣市による運営指導がありました。事前準備をはじめ当日の緊張もありましたが、
特に大きな指摘事項もなく、引き続き法令を遵守し運営を行うようアドバイスをいただきました。
　また、キトさん家のあたたかく安心感のある雰囲気（実家感）が評価されたことは、グループホーム
管理者としてとても嬉しく思いました。同時に利用者様の日々の暮らしを支える職員も共に穏やかに落
ち着いて業務に取り込めるような職場を目指していかなければと思っています。
　まだ管理者になってからの期間も短く未熟な身ではありますが、これからもよろしくお願い致します。

グループホーム　キトさん家　管理者　元村　健二

あたたかく安心感あふれるホームに管理者に就任して…
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　昨年４月から管理者に就任し、新たな体制として様々なことに取り組んできました。行事では、花見、
バラ園見学、敬老会、合同の避難訓練など毎年恒例の行事や新たに取り組みました。行事の中での入居
者の方の笑顔がとても印象的でした。
　入居者の方の入れ替わりもあまり見られず、安定した運営ができたのではないでしょうか。また、入
居者の方の異常にも早期発見、早期受診を行うことで、安心、安全に繋げることができました。
　学習面では、法人内研修をはじめとて、各種の委員会等毎月の学習面にも取り組めて行けたかと思い
ます。また、法人外での研修にも進んで参加をしています。
　ケアマネージャーの試験に１名が合格し、各自の学習する意欲も高くなっています。課題としてもま
だまだ行わなければいけないこともあり、環境の整備、地域との交流も感染症の観点からあまりできて
おらず、新年度に向けて地域を巻き込みながらの活動を現在検討中です。
　最後に、入居者の方の笑顔、家族の安心、職員が安心して働く環境づくりそして地域との共生を考え
ながら新しい年に繋げていければと思います。

グループホーム　ふれあいの家　管理者　棚橋　慶

今年も明るく元気に！
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楽しく笑顔で健康に過ごせるよう

　昨年は新型コロナウイルス感染症の流行、更にはインフルエンザが猛威を振るう中、利用者様の感染
がなかった事が幸いだったと感じました。日頃から職員が感染症予防の徹底を行っているからだと思い
ます。
　今後も再度流行の予想がされるので、引き続き感染症予防の徹底に努めます。
　また、徐々に制限の緩和もされてきました。感染状況を見ながらではありますが面会や外出、行事も
増やし利用者様、ご家族の皆様により満足していただける環境づくりに勤めます。
　今年も利用者様が楽しく笑顔で健康に過ごせるよう、職員全員で頑張って行きたいと思います。

グループホーム　三郎の家管理者　榎木丸　晃
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あなたも俳句とつきあいませんか

林田　ぶし

☆こころざし一途に八十路冬北斗

　昭和28年４月中卒でチッソに入社したことが、
私の生きざまを決定づけたと思っています。社員
と工員の極端な差別・労働運動への参加、うたご
え運動等が私を培ってくれ、こころざしを持たせ
90才近くまで生き永らえさせてくれました。
でもこの句、スローガンめくと選外れです。

☆ワタ啜り捌く海鼠が好きで病む

こういう人がどれだけ多く居たか、救済もされな
いまま亡くなっていった人も。
鶴木山地域の発掘検診参加したときにも聞かされ
ました。

☆秋晴れやノーモア・ミナマタ大勝訴
☆六十年なほ救済の春へ挑む

私どもの水俣病のたたかい、いよいよ大詰めです
ね。なおたたかいが続くのか、私たちにあきらめ
はありません。

☆柿若葉我がふるさとはダムの底

理不尽な間引き疎開で、昭和20年小２（当時国民
学校）の６月奥球磨の球磨川源流の集落に引っ越
し、中３まで過ごしました。通った学校は市房ダ
ムの底。

明けましておめでとうございます
とは言ってもトランペット（トランプのペット）とも揶揄される新政権、大軍拡とアメリカに80兆円も
の投資、われわれの暮らし、福祉は小手先ごまかしで一層苦痛が強いられそうです。

☆短夜をこむら返りにのたうちて

左右の脛のカラス曲がりは強烈で、それもすぐに
は終わってくれない。しかも痛みを後まで引き摺
るのでしょっちゅうなやまされます。

☆春霖や故老は湯屋へ鍬休め

久木野や寒川方面にはよく行きますが、老人１人
の農業がやたらと多い。よく訪ねるところへ行っ
たら「今日は休憩・温泉」と張り紙してくれてあ
りました。

☆小庭には小庭のさくら七重八重

私の家の裏庭に小さな桜の木が１本。河津桜では
ないかと思いますが植木屋さんが移植の時、芯芽
を切ってしまったので、上に伸びらず横にはび
こっていて、少し早めに七重八重の花を咲かせて
くれます。

☆背負籠の軽きは秋の山のもの

秋の山の恵みは軽い物がほとんど。私はきのこや
むかご。春は筍をはじめ蕗の薹・わらび・つわん
こ、大き目の入れ物が必要です。

寄稿
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編集後記…

　混沌とした新年を迎えました。なかなか明るい展望を見え出せないでいますが、目の前のお一人おひとりを大切
にするという尊い仕事に誇りを持ち共に奮闘してまいります。今年も宜しくおねがいいたします。

　私は一昨年初めて介護支援専
門員の試験に挑戦しました。
　初めての受験で何を勉強した
ら良いのか分からない状態でし
た。講座を受講してみましたが、点数が足りな
くて不合格。昨年は自力にて復習しながら再挑
戦させて頂き合格することが出来ました。皆さ
んのご協力のお陰です。ありがとうございまし
た。感謝でいっぱいです。
　１月から研修が始まります。ここからがス
タートです。
　ケアマネジメントに関する必要な知識及び技
術を習得して、今までの関わり方とは違った視
点で日々のケアに活かせるように研修受講した
いと思っています。不安な点はパソコンに慣れ
ていないことです。周りの方に教えてもらいな
がら乗り越えたいと思っています。よろしくお
願いします。

グループホーム　ふれあいの家
松本　美由紀

　一時期、介護職を離れていたのです
が、縁があり再びグループホームへ戻っ
てきました。忙しくもありましたが、毎
日が楽しく過ぎていき、気付けば介護支
援専門員の受験要件が揃い、新たな挑戦へと繋がりまし
た。
　私にとってはまさに「五十の手習い」そのものでした。
歳をとって物覚えも悪くなっている上に分からない事だ
らけ、けれど新しい知識は楽しくもありました。普段の
生活の間に勉強、目まぐるしい日々が過ぎていく中、勉
強する時間が足りない、身体もキツイ…途中何度か諦め
ようかと思うことも。けれど今回も周りのスタッフに恵
まれ支えていただいて無事取得。自分を取り巻く環境に
感謝です。
　研修を終え、改めて介護支援専門員とはとても重要で
大変な仕事だと気付かされました。いつか自分が支援員
の職に就くことがあればその方の尊厳を保ちつつ、望み
を伺い、ご家族の意見とすり合わせ、より良い支援に繋
げられるようこれからも勉強を続けていきたいと思いま
す。� グループホーム　ふれあいの家　田中　智子

　新人紹介　　よろしくお願いします

ケアマネ受験にチャレンジ。合格しました！

　これまでもケアマネージャー試験にトライしていましたが、なかなか壁を乗り越えられま
せんでした。
　今回、ふれあいの家の仲間と共に試験に臨むことができ、お互いにいい刺激になりました。
情報交換をしたり、携帯でできる模試問題のアプリを入力してもらったりと、勉強が苦痛で
なく励みになりました。どうしてもわからない問題点とかは、先輩のケアマネージャーに教えてもらったり本
当に恵まれた環境で助かりました。仲間と共に無事合格することができ、感謝しています。
� グループホーム　ふれあいの家　田口　紀子 　

　三郎の家に入職して５ヶ月が経ちました。
　まだまだ至らない点も多く、介助面で悩むこともありますが、先輩方に支えていただきながら、
日々学ばせてもらっています。
　スタッフの皆さんの声かけや関わり方から学ぶことが本当に多く、その一つ一つを大切にしながら、
利用者様に安心して過ごしていただけるケアを目指していきたいと思います。
　これからもよろしくお願いいたします。� グループホーム三郎の家　介護福祉士　峯野　史帆
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